
保険料の改定1

自動車保険 商品改定のご案内
楽天損保の自動車保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
このたび当社では、2023年１月１日以降の保険始期契約を対象として、自動車保険を改定いたしました。
主な改定内容を以下のとおりご案内しますので、本内容をご確認いただき、引き続きご愛顧賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

ご契約者の皆さまへ

1.無事故割引の新設

ドライブアシスト ：個人用自動車保険 PAP ：総合自動車保険

ドライブアシスト

保険期間が1年間以上の前契約が無事故の場合に
保険料を５％割り引く「無事故割引」を新設しま
した。
「無事故割引」はノンフリート等級制度の割増引に
加えて適用する割引です。
他社から乗り換えて当社で新規にご契約いただく
場合も、当社でご契約を継続いただく場合も、上記
の適用条件を満たせば割引を適用します。

2.新車割引の改定 ドライブアシスト PAP

新車割引について、車両保険以外の補償項目の割引対象期間を拡大し、ご契約のお車の初度登録（初度検査）年月から
「26か月以上49か月以内」を保険始期日としてご契約いただいた場合にも新車割引が適用されるよう改定します。また、
適用される割引率を改定しました。

３．保険料水準の見直し ドライブアシスト PAP

社会環境の変化や直近の事故発生状況等を踏まえ、自動車保険の安定的な制度運営に向けて保険料の見直しを行いました。
ご契約条件によって保険料が引上げまたは引下げとなります。

４．等級別料率制度の割増引の改定 ドライブアシスト PAP

等級別料率制度の「無事故」「事故有」の割増引率を下表のとおり改定します。

［前契約が無事故の契約を当社へ切り替えた場合のイメージ］
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自家用
（普通・小型）
乗用車
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軽四輪
乗用車

等級

初めてのご契約

複数所有新規

６（S）

７（S）

改定前

割増４％

割引３４％

改定後

割増3％

割引３8％

新たにご契約される場合1

※等級別料率は無事故係数の場合です。
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補償内容の改定 2

等級
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継続してご契約される場合2
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1.「車対車＋Ａ特約（注）」の補償範囲の拡大 ドライブアシスト PAP

車対車＋Ａ特約の補償対象となる事故に次の事故を追加します。  
（a）あて逃げ（相手が確認できない自動車との接触・衝突） 
（b）ご契約のお車の所有者が所有する別の自動車との接触・衝突
なお、上記（a）および（b）の事故はいずれも3等級ダウン事故です。  

2.対物免責金額の引受方法の改定 ドライブアシスト

対物賠償責任保険の免責金額を、「なし（0万円）」のみの引受けとします。 

3.ロードアシスタンス特約の改定 ドライブアシスト PAP

原則、当社の指定する搬送・引取業者が行った作業が補償対象となることを、約款に明記します。 
当社の指定しない搬送・引取業者が作業を行った場合、 補償できないことがありますのでご注意ください。 

（注）自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約と車両危険限定補償特約（A）をあわせてセットされたものをいいます。 
※今回の改定により、自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約において、上表❷および❸が補償対象に改定されます。 

車対車＋A
改定後
車対車＋A

参考
一般車両 補償する事故（主な事故例）

❶相手自動車との接触・衝突（相手が確認できる場合）

❷あて逃げ（相手が確認できない自動車との接触・衝突）

❸ご契約のお車の所有者が所有する別の自動車との接触・衝突

　地震・噴火・津波 14

　歩行者・自転車・動物との接触・衝突 
　電柱・ガードレール等との衝突 　墜落・転覆 12 13

〇：補償されます。　×：補償されません。

❹火災❺盗難❻騒じょう❼台風・竜巻・洪水・高潮❽窓ガラスの
破損・落書き・いたずら❾飛来中または落下中の他物との衝突
　その他偶然な事故（塗料や油等の液体がかかったことによる
汚損、積雪による損害等をいい、❶～❾および　～　を除く）
10

14
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●お問い合わせ先

https://www.rakuten-sonpo.co.jp/
お客様相談センター　0120-115-603
○受付時間：平日午前9時～午後5時（年末年始は除きます。）
○携帯電話からもご利用いただけます。
○一部のお手続きは、当社の委託先が承ります。

ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をご覧ください。また詳しい補償内容は「ご契約のしおり（普通保険約款および特約）」に記載しています。保険金のお支払い条件・
ご契約の手続き・その他ご不明な点がありましたら取扱代理店または当社までお問い合わせください。なお、ご契約者と被保険者が異なる場合は、このリーフレットの内容を
被保険者にご説明ください。


